
平成 29 年度農地中間管理事業の推進体制  

(公財)えひめ農林漁業振興機構 

１ 事業は、農地の受け皿となる「担い手の確保・育成」と「担い手への農地集積」を目的とし、重点推進事項を定めて下記の推進体制によって取り組みを進めて

いる。 

２ 担い手の確保・育成では、水田農業における集落営農組織の設立・法人化を推進し、果樹農業では農協等と協力して新規就農者の育成確保に努める。 

３ 担い手への農地集積は、機構が一旦農地を借り受け、担い手に貸し付けるものであり、借受希望者の公募や貸付希望農地の登録、貸借のマッチング、中間

管理権の取得手続きなどの業務は、地域農政を統括する市町に委託して実施している。 

                                                          (推進体制図) 

   

           愛媛県農地中間管理事業推進会議(11機関・団体) 

 

農政企画局                                 県農協中央会、全農愛媛県本部、県信連 

                              農地･担い手対策室        えひめ農林漁業       農業会議、県土地改良事業団体連合会 

農業振興局               振興機構       日本政策金融公庫、中四国農政局愛媛支局 

 農地整備課､農産園芸課 連携            連携   

        

                              

   

            地方局・支局農地中間管理事業推進班会議          事業推進協力者 53人 

                                                          連携   法人化・農地集積  

                                                                    支援チーム 16人 

                連携・協力             業務委託          連携・協力                      
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         県農村整備課   協力               協力                 
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